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○高等学校学習指導要領（平成２１年３月） 

第２款 各教科・科目及び単位数等 

１ 卒業までに履修させる単位数等 

各学校においては、卒業までに履修させる下記２から５までに示す各教科に属する科目

及びその単位数、総合的な学習の時間の単位数並びに特別活動及びその授業時数に関する

事項を定めるものとする。この場合、各教科に属する科目（以下「各教科・科目」という。）

及び総合的な学習の時間の単位数の計は、第３款の１、２及び３の(1)に掲げる各教科・

科目の単位数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位以上とする。 

単位については、１単位時間を50分とし、35単位時間の授業を１単位として計算する

ことを標準とする。ただし、通信制の課程においては、第７款の定めるところによるもの

とする。 

２ 各学科に共通する各教科・科目及び総合的な学習の時間並びに標準単位数 

各学校においては、教育課程の編成に当たって、次の表に掲げる各教科・科目及び総合

的な学習の時間並びにそれぞれの標準単位数を踏まえ、生徒に履修させる各教科・科目及

び総合的な学習の時間並びにそれらの単位数について適切に定めるものとする。ただし、

生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位

数を増加して配当することができる。 

教科等 科目 
標 準 

単位数 
教科等 科目 

標 準 

単位数 

国 語 

国 語 総 合 ４ 
保 健 体 育 

体 育 ７～８ 

国 語 表 現 ３ 保 健 ２ 

現 代 文 Ａ ２ 

芸 術 

音 楽 Ⅰ ２ 

現 代 文 Ｂ ４ 音 楽 Ⅱ ２ 

古 典 Ａ ２ 音 楽 Ⅲ ２ 

古 典 Ｂ ４ 美 術 Ⅰ ２ 

地 理 歴 史 

世 界 史 Ａ ２ 美 術 Ⅱ ２ 

世 界 史 Ｂ ４ 美 術 Ⅲ ２ 

日 本 史 Ａ ２ 工 芸 Ⅰ ２ 

日 本 史 Ｂ ４ 工 芸 Ⅱ ２ 

地 理 Ａ ２ 工 芸 Ⅲ ２ 

地 理 Ｂ ４ 書 道 Ⅰ ２ 

公 民 

現 代 社 会 ２ 書 道 Ⅱ ２ 

倫 理 ２ 書 道 Ⅲ ２ 

政 治 ・経 済 ２ 

外 国 語 

コミュニケーシ

ョン英語基礎 
２ 

数 学 

数 学 Ⅰ ３ 

数 学 Ⅱ ４ コミュニケー

ション英語Ⅰ 
３ 

数 学 Ⅲ ５ 



数 学 Ａ ２ コミュニケー

ション英語Ⅱ 
４ 

数 学 Ｂ ２ 

数 学 活 用 ２ コミュニケー

ション英語Ⅲ 
４ 

理 科 

科学と人間生活 ２ 

物 理 基 礎 ２ 英 語 表 現 Ⅰ ２ 

物 理 ４ 英 語 表 現 Ⅱ ４ 

化 学 基 礎 ２ 英 語 会 話 ２ 

化 学 ４ 

家 庭 

家 庭 基 礎 ２ 

生 物 基 礎 ２ 家 庭 総 合 ４ 

生 物 ４ 生活デザイン ４ 

地 学 基 礎 ２ 
情 報 

社 会 と 情 報 ２ 

地 学 ４ 情 報 の 科 学 ２ 

理科課題研究 １ 総合的な学習

の 時 間 
 ３～６ 

   

 

３ 主として専門学科において開設される各教科・科目 

各学校においては、教育課程の編成に当たって、次の表に掲げる主として専門学科（専

門教育を主とする学科をいう。以下同じ。）において開設される各教科・科目及び設置者

の定めるそれぞれの標準単位数を踏まえ、生徒に履修させる各教科・科目及びその単位数

について適切に定めるものとする。 

教科 科目 教科 科目 

農 業 

農業と環境、課題研究、総合

実習、農業情報処理、作物、

野菜、果樹、草木、畜産、農

業経営、農業機械、食品製

造、食品化学、微生物利用、

植物バイオテクノロジー、

動物バイオテクノロジー、

農業経済、食品流通、森林科

学、森林経営、林産物利用、

農業土木設計、農業土木施

工、水循環、造園計画、造園

技術、環境緑化材料、測量、

生物活用、グリーンライフ 

商 業 

ビジネス基礎、課題研究、総

合実践、ビジネス実務、マー

ケティング、商品開発、広告

と販売促進、ビジネス経済、

ビジネス経済応用、経済活

動と法、簿記、財務会計Ⅰ、

財務会計Ⅱ、原価計算、管理

会計、情報処理、ビジネス情

報、電子商取引、プログラミ

ング、ビジネス情報処理 

 

水産海洋基礎、課題研究、総

合実習、海洋情報技術、水産

海洋科学、漁業、航海・計器、

船舶運用、船用機関、機械設

計工作、電気理論、移動体通

信工学、海洋通信技術、資源

増殖、海洋生物、海洋環境、

小型船舶、食品製造、食品管

理、水産流通、ダイビング、

マリンスポーツ 

工 業 

工業技術基礎、課題研究、実

習、製図、工業数理基礎、情

報技術基礎、材料技術基礎、

生産システム技術、工業技

術英語、工業管理技術、環境

工学基礎、機械工作、機械設

計、原動機、電子機械、電子

 

 

水 産 

 

 

 



機械応用、自動車工学、自動

車整備、電気基礎、電気機

器、電力技術、電子技術、電

子回路、電子計測制御、通信

技術、電子情報技術、プログ

ラミング技術、ハードウェ

ア技術、ソフトウェア技術、

コンピュータシステム技

術、建築構造、建築計画、建

築構造設計、建築施工、建築

法規、設備計画、空気調和設

備、衛生・防災設備、測量、

土木基礎力学、土木構造設

計、土木施工、社会基盤工

学、工業化学、化学工学、地

球環境化学、材料製造技術、

工業材料、材料加工、セラミ

ック化学、セラミック技術、

セラミック工業、繊維製品、

繊維・染色技術、染織デザイ

ン、インテリア計画、インテ

リア装備、インテリアエレ

メント生産、デザイン技術、

デザイン材料、デザイン史 

家 庭 

生活産業基礎、課題研究、生

活産業情報、消費生活、子ど

もの発達と保育、子ども文

化、生活と福祉、リビングデ

ザイン、服飾文化、ファッシ

ョン造形基礎、ファッショ

ン造形、ファッションデザ

イン、服飾手芸、フードデザ

イン、食文化、調理、栄養、

食品、食品衛生、公衆衛生 

看 護 

基礎看護、人体と看護、疾病

と看護、生活と看護、成人看

護、老年看護、精神看護、在

宅看護、母性看護、小児看

護、看護の統合と実践、看護

臨地実習、看護情報活用 

情 報 

情報産業と社会、課題研究、

情報の表現と管理、情報と

問題解決、情報テクノロジ

ー、アルゴリズムとプログ

ラム、ネットワークシステ

ム、データベース、情報シス

テム実習、情報メディア、情

報デザイン、表現メディア

の編集と表現、情報コンテ

ンツ実習 

福 祉 

社会福祉基礎、介護福祉基

礎、コミュニケーション技

術、生活支援技術、介護過

程、介護総合演習、介護実

習、こころとからだの理解、

福祉情報活用 

体 育 

スポーツ概論、スポーツⅠ、

スポーツⅡ、スポーツⅢ、ス

ポーツⅣ、スポーツⅤ、スポ

ーツⅥ、スポーツ総合演習 

理 数 

理数数学Ⅰ、理数数学Ⅱ、理

数数学特論、理数物理、理数

化学、理数生物、里通 

音 楽 

音楽理論、音楽史、演奏研

究、ソルフェージュ、声楽、

器楽、作曲、鑑賞研究 

英 語 
総合英語、英語理解、英語表

現、異文化理解、時事英語 

美 術 

美術概論、美術史、素描、構

成、絵画、版画、彫刻、ビジ

ュアルデザイン、クラフト

デザイン、情報メディアデ

ザイン、映像表現、環境造

形、鑑賞研究 

 

４ 学校設定科目 

学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程

の編成に資するよう、上記２及び３の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外

の科目（以下「学校設定科目」という。）を設けることができる。この場合において、学校

設定科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づ



き、各学校の定めるところによるものとする。 

５ 学校設定教科 

(1) 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課

程の編成に資するよう、上記２及び３の表に掲げる教科以外の教科（以下「学校設定教

科」という。）及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、

学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、高

等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し、各学校の定めるところによるも

のとする。 

(2) 学校においては、学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けること

ができる。この科目の目標、内容、単位数等を各学校において定めるに当たっては、産

業社会における自己の在り方生き方について考えさせ、社会に積極的に寄与し、生涯に

わたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目の選

択に資するよう、就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して、次のような事

項について指導することに配慮するものとする。 

ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の育成 

イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察 

ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成 

 


